
静岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月29日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

静岡県規則第４号 

   静岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則 

静岡県環境影響評価条例施行規則（平成11年静岡県規則第51号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１ （略）               

事業の種類 第１種事業の要件 第２種事業の要件 

（略） 

20

 

工

場

等

の

建

設 

 

 

（略） 

 

工場等の設置の事

業（排出ガス量

（温度が零度であ

って、圧力が１気

圧の状態に換算し

た１時間当たりの

排出ガスの最大量

をいう。以下同

じ。）が10万立方メ

ートル以上（燃料

としてバイオマス

（電気事業者によ

る再生可能エネル

ギー電気の調達に

関する特別措置法

（平成23年法律第 

108号）第２条第４ 

項第５号に規定す

るバイオマスをい 

う。以下同じ。）及

びバイオマスのみ

を原材料とする燃

料のみを使用する

工場等にあって

は、20万立方メー

トル以上）又は排

 

別表第１ （略）               

事業の種類 第１種事業の要件 第２種事業の要件 

（略） 

20

 

工

場

等

の

建

設 

 

 

（略） 

 

工場等の設置の事

業（排出ガス量

（温度が零度であ

って、圧力が１気

圧の状態に換算し

た１時間当たりの

排出ガスの最大量

をいう。以下同

じ。）が10万立方メ

ートル以上（燃料

としてバイオマス

（再生可能エネル

ギー電気の利用の

促進に関する特別

措置法（平成23年 

法律第108号）第２ 

条第３項第５号に

規定するバイオマ

スをいう。以下同

じ。）及びバイオマ

スのみを原材料と

する燃料のみを使

用する工場等にあ

っては、20万立方

メートル以上）又

は排出水量（１日

 



出水量（１日当た

りの平均的な排出

水の量をいう。以

下同じ。）が１万立

方メートル以上で

あるものに限る。） 

 （略） 

（略） 
 

当たりの平均的な

排出水の量をい

う。以下同じ。）が

１万立方メートル

以上であるものに

限る。） 

 （略） 

 （略） 

 
 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


